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流域水害対策計画の計画管理について
○計画策定後の定期的なモニタリングの実施
流域水害対策計画では、「事業の進捗状況及び流域の変化について多面的な視点から定期的にモニタリングを実施し、協議会に報告する
とともに浸水被害対策による効果等を適切に評価する」こととしています。

【計画管理項目案】
① 事業の進捗状況
・河川事業及び下水道事業の整備

② 流域内の開発状況
・各市町における流域内の開発箇所及び面積（農地転用等の面積）

③ 雨水貯留浸透施設等の整備・取組状況
・下水道管理者、地方公共団体及び民間事業者等が設置した雨水貯留浸透施設の位置及び容量等
・雨水浸透阻害行為に該当する1,000㎡以上の対策工事で設置された雨水貯留浸透施設や防災調整池の位置及び容量等
・水田における雨水流出抑制（田んぼダム）の取組位置
・貯留機能保全区域、浸水被害防止区域の位置及び土地利用状況等
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【計画に基づく検討項目】
・貯留機能保全区域の検討
・氾濫域の特定都市河川流域への追加指定の検討



流域水害対策計画の計画管理について（流域内の開発の影響）
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休泊川排水機場 休泊川排水機場

写真撮影方向
都市浸水想定 対策後の浸水想定図

令和元年台風時の浸水状況(利根加用水付近)

対策後に宅地の浸水被害が解消された地域でも、農地の開発や
かさ上げによって、盛土分湛水していた雨水の行き場が無くなり、周辺の
宅地等に影響を及ぼす可能性がある。

宅地

対策後の浸水状況 盛土後の浸水状況

利根加用水

⇒ 各市町において流域内の開発箇所及び面積、特に、農地転用等の面積の把握が必要

開発による盛土( )

湛水していた雨水が宅地に影響



■ 地方公共団体等が実施した雨水貯留浸透対策の容量等
（「新川流域水害対策計画モニタリング資料（令和５年４月）」）より ）

■ 雨水浸透阻害行為の対策工事で設置された雨水貯留浸透施設
の市町別容量等

（「新川流域水害対策計画モニタリング資料（令和５年４月）」）より ）

■ 下水道対策の実施状況（「R4鶴見川流域水害対策計画によるモニタリングの公表」より ）

流域水害対策計画の計画管理について（他地域での事例）
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